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手続きの注意点

システムの対象サービス

このシステムは、神奈川県内の障害福祉サービス（障害者・障害児）を対象としており、計画
書別紙様式2-3、別紙様式2-4をシステムで作成します。処遇改善計画書と一体型のエク
セルファイルを作成いただく必要はございません。また、エクセルファイルでの申請も出来
ません。

また、計画相談支援、地域相談支援（移行）、地域相談支援（定着）、障害児相談支援は対象
外のためご注意ください。

振込先が1口座に限定されるため、提出の単位は法人単位になります。交付金用に新規で
アカウントを作成するか、令和5年度処遇改善等加算の計画書で作成したアカウントもご使
用いただけます。（令和6年度作成のアカウントも含め、既にお持ちのアカウントで利用可能
です。）

ログインアカウントについて

令和7年4月1日（火）～令和7年4月15日（火）23時59分までに 「提出する」ボタンをク
リックしたものを期限内と取り扱います。

補助金は、令和7年4月～処遇改善加算を算定している事を要件としているため、体制届、
処遇改善計画書など、処遇改善加算算定に必要な帳票類は漏れなく提出してください。本
システムでの申請だけでは補助金は交付されません。

提出期限について

補助金の算定要件など
〇 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等 厚生労働省コールセンター
電話番号 ：050-3733-0230（受付時間： 9：00～18：00 （土日含む））

システム操作方法など
〇 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 処遇改善加算等事務局
電話番号： 045-681-8434（受付時間： 9：15～16：45 （平日））
メールアドレス： shogu@kanafuku.jp

問い合わせ先



■ ポータルサイトURL

以下のURLをクリックしてください。

https://shougai.kanafuku-sinsei.jp//

■ ブラウザにURLを入力する方法

クリックしても開かない場合は、検索するブラウザ上部のURL入力欄に直

接入力、または、URLをコピーアンドペーストしてEnterキーを押してくだ

さい。

hｔｔｐｓ：//shougai.kanafuku-sinsei.jp//
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申請受付ポータルサイトURL

※検索結果は令和5年度
のものです。
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新規ユーザ登録

■ 以下のトップページが表示されます。

■ 画面一番下までスクロールし、「新規ユーザ登録」をクリックしてください。

※アカウントを既にお持ちの方は、ログインしてください。



■ 以下のページの必須項目＊を入力し、「次へ」をクリックしてください。
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■ メール送信の同意にチェックし、「登録」をクリックしてください。

■ 本登録用のメールが送信されたため、ご自身のメールを確認してください。
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■ ご自身の受信メール内にある、URLをクリックしてください。

■ 登録が完了しました。「ログインページへ」をクリックしてください。
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ログイン

■ 登録したメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」してください。

令和５年度処遇改善等加算計画書で作成したアカウントでログイン可能です。

パスワードを忘れた場合は、再設定してください。
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総合メニューの選択

■ 以下のメニューから、「令和7年度人材確保・職場環境改善等補助金
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■ 「計画書の作成・編集・閲覧」をクリックしてください。

計画書」をクリックしてください。



手順1：「法人情報」の入力

■ 指マークに従い、「手順1：法人情報の入力」をクリックしてください。
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■ 申請者情報の最終欄にある、13桁の「法人番号」を入力してください。

※国税庁の法人番号公表サイトで検索可能です。
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手順2：「事業所情報」の入力

■ 指マークに従い、「手順2」をクリックしてください。

■ 自動補完入力

チェックの入った事業所を登録します。

自動補完入力は「令和６年度処遇改善計画書」や「令和６年２月からの臨
時特例交付金」のデータを基に作成しております。
６年度の申請情報に誤りがある場合、本リストの内容にも誤りがある事
となります。
また、６年度申請時に事業所番号を仮入力している（新規事業所）場合
など、一部のケースでリスト上に事業所が掲載されていない場合がござ
います。
申請事業所に漏れがないか必ずご確認ください。
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■ 事業所の登録

■ 事業所情報の追加・削除

誤って登録した事業所の削除や、一
覧に無い事業所の追加登録等、後か
ら対応可能です。
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■ 事業所の編集

■ 事業所情報を入力してください。

指マークが出ているレコードは入力
が完了していません。
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■ 交付対象月

■ 入金口座となる事業所の選択

※債権譲渡「あり」の事業所を振込先の希望「あり」にする事は出来ません。

※新規指定前の年月を選択しないでください。

※全ての事業所が債権譲渡している場合、振込先の希望欄は全て「なし」

となります。

■ 入力が完了したら保存を押してください。
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手順3：「支給要件及び使途」の入力

■ 指マークに従い、「手順3：補助金の支給要件及び使途」を

クリックしてください。

■ 口座情報の入力

※全事業所が債権譲渡している場合、入力欄が出現します。

※別途通帳のコピーが必要となります。窓口は神奈川県なので

ご不明な点は、神奈川県障害サービス課までお問合せください。

※本システムでは通帳コピーを提出する事は出来ません



要件の確認・誓約書等のチェック
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■ 内容を確認し、全てチェックしてください。

提出する

■ 入力完了のため、「提出する」をクリック、「OK」をクリックしてください。



■ 「帳票ダウンロード」をクリックしてください。別紙様式2-1、2-2が

■ 帳票に問題なければ、以上で終了となります。お疲れ様でした。

「提出する」をクリックすると、「編集」ボタンが「参照」に切
り替わり、編集できなくなります。

修正を希望する場合、事務局に電話いただくか、電話が混
み合っている場合はメールでお知らせください。修正可能
な画面に切り替えます。
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帳票のダウンロード・保管

ダウンロードされるため、内容を確認してください。


